
最終更新日：2024年３月１日 

1 

 

 

 解 説  

 

１．インドネシアにおける外資規制 

  2023 年 10 月時点、インドネシアにおいては、外資 100％によるレストラン・飲

食店の設立が認められています。 

  ただし、ローカル中小企業保護の観点から、外資企業はインドネシアにおける定

義の大企業としての設立が要請されており、製造業・非製造業の区別なく、土地建

物を除く総投資額が 100億ルピア超、引受資本金・払込資本金が 100億ルピア以上

である必要があります。 

  なお、現地投資法においては、外国企業の出資が１％でも含まれれば外資企業と

してみなされます。資本金規制の回避のため、インドネシア企業・個人に名義借り

をするケースがみられますが、現地側のコントロールができなくなったり、発覚時

にライセンスが停止されたりといったリスクがあります。 

 

２．食材の輸入規制 

  食材を輸入する場合は、有効な輸入業者認定番号（ＡＰＩ）を持つ事業者を通じ

て、手続きを進める必要があります。ただし、突発的に輸入規制の運用が変更され

ることがあり、食材調達に大幅な遅延が時折発生する模様です。 

 (1) 輸入禁止品目 

   エビ、モッツァレラチーズ、フグ等の特定の食材は、輸入禁止品目に指定され

ています。 

 (2) 輸入制限品目 

   (1)以外においても、例えば次の点に留意が必要です。 

・水産品 

Ｑ． 

 インドネシアで日本食レストランを設立することを検討しています。会社設

立にあたる規制や留意点について教えてください。（飲食業） 

 

Ａ． 

 インドネシアに外資企業として飲食店を設立する場合、当該現地法人は 100

億ルピア以上の払込資本金が必要です。また、実務上、突発的な食材輸入規制・

運用の変更に対応しなければならないこと、ハラル規制の不透明性が高いこと

から、かかる投資判断については慎重にご検討ください。 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/8_Indonesia_RestaurantExpansion.pdf

